
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を増設しました
　心停止状態の人に電気ショックを与えて救命するＡＥＤ（自動体外式除細動器）の

使用が、医療従事者以外の一般の方にも解禁されてから10年が経ちます。

　これまで和寒町でも公民館や総合体育館など多くの町民が利用する公共施設８ヶ所

に設置していましたが、今回新たに町民センターや保健福祉センターなど８ヶ所に設

置しました。

○消防和寒支署では自治会などの人の集まる機会にＡＥＤの研修会をお
こないます。お気軽にご連絡ください。ＴＥＬ32-2119

○実際に使用するときはどうすればいいの？
　一般的に、心停止してから１分ごとに蘇生率が７～10％低下するとい

われており（心臓が止まり５分後には生存退院率が約50％に低下）、現

場に居合わせた人が少しでも早く対応することが大切です。

　ＡＥＤは、電源を入れるとすべての動作を自動音声で指示してくれま

す。電気ショックが必要ない場合は機械が自動で判断しますので安心し

て使用できます。

○ＡＥＤってなに？

◆ＡＥＤが設置されている公共施設（●●  新たに設置した施設　★★  既に設置している施設）

　心臓のけいれんなどによって血液が循環しな

くなると体は大変危険な状態になります。その

場合は、心臓に電気ショックを与えて、心臓の

リズムを正常に戻さなければいけません。

　ＡＥＤとは、医師が病院で使

う電気ショックの機械を小型化

して誰でも使用できるようにし

たものです。
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● ● 南丘森林公園 ★ ★ 研修館「楡」

● ● 塩狩峠記念館 ★ ★ 東山スキー場

★★  総 合体育館 ★ ★ 三笠山自然公園「こどもの国」
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